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 平成 19 年度に特別支援教育が学校教育法に位置付けられて 16 年が経過しようと

している。特別支援教育の推進は，障害のある幼児，児童生徒への教育にとどまら

ず，障害の有無やその他の個々の違いを認め合いながら，誰もが生き生きと活躍で

きる社会を形成していく基礎となるものであり，本県の現在及び将来の社会づくり

にとって重要な意味をもっている。 

 近年，特別支援教育の進展に伴い，我が国及び本県において，特別支援学校だけ

ではなく幼稚園や小学校，中学校及び高等学校等において発達障害を含めた障害の

ある幼児，児童生徒が学んでおり，特別支援教育の対象となる幼児，児童生徒数は

増加の傾向にある。 

このような状況の変化に適切に対応しつつ，インクルーシブ教育システムの理念の

構築に向けて，個別の教育的ニーズのある幼児，児童生徒に対し，自立と社会参加

を見据え，その時々での教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる，多様

で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとされている。 

このうち，特別支援学校の整備に関しては，令和３年９月に「特別支援学校設置基準」

が公布され，在籍する児童生徒数の増加に伴う教室不足等の解消など，特別支援学校

を取り巻く教育環境の改善について一層の推進が求められている。 

そこで，本県では，特別支援学校等の教育環境改善の在り方について，調査・研究，検

討を行うために，令和４年度の「鹿児島県特別支援学校等教育環境改善検討委員会」を

経て，今年度，「特別支援学校等教育環境改善推進協議会」（巻末資料 p.19～21 参照）を

設置した。 

本推進協議会においては，令和４年度の検討委員会からの提言を踏まえ，次の３点に

関する検討を行った。 

１  特別支援学校の分置に関すること 

２  離島等における特別支援教育の充実に関すること 

３  その他特別支援教育の推進に関すること 

４回の推進協議会で検討を行ってきたが，検討結果を踏まえ，今後，県教育委員会に

おいて，関係市町村との連携を基盤としながら，特別支援学校等の教育環境改善を計画

的に推進し，幼児，児童生徒が居住する地域において，多様な教育的ニーズに応じた十

分な学びが確保されることを期待する。 

 

鹿児島県特別支援学校等教育環境改善推進協議会 委員長 末吉 龍一郎 

はじめに 



 

  

１ 特別支援学校等教育環境改善推進協議会における検討事項 

 (1) 鹿児島県特別支援学校等教育環境改善検討委員会からの提言 

   令和５年２月，「鹿児島県特別支援学校等教育環境改善検討委員会」におい

て，教育環境の改善に向けて次の提言が取りまとめられた。 

 

  ア 特別支援学校における教育環境の改善に向けて 

児童生徒数の見込みや施設の狭隘化及び通学バスの長時間乗車の課題を踏

まえ，牧之原特別支援学校における曽於地区と姶良地区，出水特別支援学校

における伊佐・湧水地区に特別支援学校の分置を検討することが望ましい。 

    なお，分置を検討する地域の優先順位は，曽於地区，伊佐・湧水地区，姶

良地区の順が望ましい※１。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  イ 離島等における教育環境について 

小・中学校への就学を選択した障害の程度が比較的重い児童生徒が，自立

と社会参加に向けた力を身に付けることができるように，教育環境の改善に

向けた具体的方策を検討することが必要。具体的には，特別支援学校のコー

ディネーターが行う巡回相談の更なる充実を図ることが必要※２。 

 

  ウ 特別支援教育の更なる充実に向けて 

学校種に限らず，全ての教員等がキャリアステージに応じた特別支援教育

の知識等を十分に身に付けることができるよう，研修推進体制の在り方につ

いて検討することが必要。 

第Ⅰ章 特別支援学校等教育環境改善推進協議会設置の趣旨 

（図１）特別支援学校の分置を検討することが望ましいとされた３地区 

伊佐・湧水地区 

曽於地区 姶良地区 

※１，※２：詳細は，巻末資料 p.17～18 の検討委員会の提言（概要版）を参照されたい。 
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 (2) 令和５年度の検討事項 

先の提言を踏まえ，令和５年４月に「特別支援学校等教育環境改善推進協議

会(以下，「推進協議会」とする)」を設置した。推進協議会の検討事項は，次の

３点である。 

 

 

 

 

 

２ 検討の経過 
 

回 日時・場所 検討内容 

第１回 【開催日】 

令和５年４月 21 日（金） 

【時間】 

午前 10 時～正午 

【場所】 

教育委員会室 

①  協議会の目的 

② 分置に係る各地区との検討の進め方 

③ 離島における特別支援学校の特別支

援教育コーディネーターの役割 

④ 県総合教育センター特別支援教育研

修課における今後の研修の在り方 

第２回 

 

【開催日】 

令和５年８月８日（火） 

【時間】 

午後２時～午後４時 

【場所】 

教育委員会室 

① 伊佐・湧水地区における分置案 

② 姶良地区の通学バスの長時間乗車解

消に向けた取組 

③ 離島における特別支援学校の特別支

援教育コーディネーターの配置と取組 

④ 校内支援体制における段階的な検討

のプロセスモデル 

第３回 【開催日】 

令和５年 11 月 24 日(金) 

【時間】 

午前 10 時～正午 

【場所】 

県社会福祉センター７階第３会議室 

① 曽於地区における分置案 

② 伊佐・湧水地区における分置案 

③ 姶良地区の通学バスの長時間乗車解

消に向けた取組 

第４回 【開催日】 

令和６年２月６日（火） 

【時間】 

午前 10 時～正午 

【場所】 

県社会福祉センター７階第３会議室 

① 分置に関する今後の方針 

② 離島における特別支援学校の特別支

援教育コーディネーターの取組 

③ 県総合教育センター特別支援教育研

修課における研修の在り方 

④ 協議会報告書の取りまとめ 

 

 

 

〇 特別支援学校の分置※３に関すること 

〇 離島等における特別支援教育の充実に関すること 

〇 その他特別支援教育の推進に関すること 

※３：分置の方法は，児童生徒の実態や地域の実情等を踏まえ，適切な方法を選択する。 

具体的な分置の方法は，次の３点である。 

(a) 本校の新設  (b) 分校の設置  (c) 分教室の設置 
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１ 特別支援学校の分置に関すること 

 (1) 曽於地区 

ア 現状 

〇 曽於地区（曽於市，志布志市，大崎町）の児童生徒の多くは，通学バスを

利用し，牧之原特別支援学校へ通学（一部の児童生徒は鹿屋特別支援学校

へ通学）している。同校は，近年，在籍児童生徒数及び教室数の増加がと

もに顕著となっている（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （図２） 牧之原特別支援学校の児童生徒数※４と教室数の推移＜R5.5 現在＞ 

 

   〇 また，牧之原特別支援学校までの直線距離が 35 ㎞以上離れている地域も

通学区域の範囲内に含まれている。 

この地域では，通学バスの乗車時間が 60 分以上となる児童生徒の割合が

高くなっている（表１）。 
 

（表１） 曽於地区の通学生における通学バス乗車時間＜R5.5 現在＞ 

 30分未満 30分～60分未満 60分～90分未満 90分以上 

志布志市 ０％     11.4％    88.6％  ０   

曽於市 ８％  56％    36％  ０   

 大崎町※５ ０％  90％   10％  ０   

 

第Ⅱ章   検討事項 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

児童生徒数 259 257 267 301 331 345 353

教室数 54 53 53 58 62 64 65
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＋86 人 

※４：本報告書における児童生徒数は，通学生の人数。 

※５：大崎町は，鹿屋特別支援学校までの通学時間 

＋12 学級 
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イ 特別支援学校に通学する児童生徒数の今後の見込み 

  特別支援学校に通学する児童生徒数の今後の見込みは，図３のとおりである※６。 

今後も，令和５年度と同程度の児童生徒数が見込まれていることから，特別支

援学校を分置した後も，児童生徒同士の豊かな関わり合いを期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３）曽於地区における児童生徒数の今後の見込み 

    

ウ 検討の経過 

 〇 曽於地区に特別支援学校を新たに設置した場合のおおよその学校規模につい

て，特別支援学校設置基準（以下，「設置基準」とする）に基づき，校舎及び運

動場の必要面積を試算した。参考にした児童生徒数は，令和５年度に曽於地区

から特別支援学校へ通学する児童生徒数（表２）である。 
 

（表２）令和５年度 障害種別・学年別児童生徒数（人）＜R5.5 現在＞ 

障害種 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 計 

知的障害 ６ ５ ２ ５ ５ ４ ４ ７ ９ 12 ８ 11 78 

知的障害

/肢体不自由等 
  １ １ １ １ １ １ ２  １ ４ 13 

計 ６ ５ ３ ６ ６ ５ ５ ８ 11 12 ９ 15 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：児童生徒数の今後の見込みは，以下の手順で算出した。 

① 在籍率を算出する：在籍率＝「当該特別支援学校への通学児童生徒数」÷「当該特別支援学

校の通学区域市町村の全小・中・高校生数」（国勢調査における市町村の７～18 歳の人数を使

用）×100 

② 増加率を算出する：増加率＝「当該年度の在籍率」ー「前年度の在籍率」 

③ 平均増加率を算出する：近年５年間の増加率②の，最も高い年度と低い年度を除いた平均値 

④ 令和６年度以降の見込みの児童生徒数を算出する：見込みの児童生徒数＝「当該特別支援

学校の通学区域市町村の全小・中・高校生数の，当該年度における推計値（国勢調査を使用）」

×「（前年度の在籍率①＋平均増加率③）÷100」 

35 35 35 35 34 33 32

44 47 48 51 52 52 52

12 12 12 11 11 11 10

91 94 95 97 97 96 94
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計
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〇 令和５年度と同程度の児童生徒が在籍する特別支援学校を新たに設置する場合， 

想定される学級数，必要な校舎及び運動場の面積は表３のとおりである。 
 

（表３）学級数及び必要となる校舎や運動場の面積 

 小学部 中学部 高等部 計 

知的障害 ６ ５ ５ １６     

重複障害 ２ ２ ２ ６     

計 ８ ７ ７ ２２ ※７ 

特別支援学校設置基準 □ 校 舎 面 積 ３，２２３㎡ ※８ 

□ 運動場面積 ３，６００㎡ ※８ 

 

〇 これらを踏まえ，曽於地区から次の２か所（表４）について提案がなされた。

この提案に基づき，曽於地区の関係者と協議を行った※９。 
  

（表４）曽於地区から提案のあった候補地 

状況 候補地Ａ 候補地Ｂ 

位置・アクセス ・ 志布志市。志布志市中

心よりやや西側に位置。 

・ 高台に位置。 

・ 付近に都城志布志道路

の IC があり，アクセスの

便がよい。 

・ 志布志市。志布志市の

北側に位置。 

・ 山沿いに位置。 

・ 付近に都城志布志道路

の IC があり，アクセスの

便がよい。 

分置のための 

手法 

・ 敷地内にある現在の建

物を改修して活用。 

・ 敷地内にある現在の建

物を改修して活用。 

教育環境 ・ 隣接地に，こども園や

小学校，中学校がある。 

 

・ 徒歩 15 分圏内に，商店

や郵便局，飲食店などが

ある。 

・ 近辺に，保育園あり。

車で 10 分以内の場所に，

小学校，中学校がある。 

・ 徒歩 15 分圏内に，商店

や郵便局，飲食店などが

ある。 

医療・福祉・保

健・労働等との

連携 

・ 近辺に病院があり，訪問看護ステーションとの連携も

可能。利用可能な放課後等デイサービス事業所，就労移

行支援事業所や就労継続支援事業所等も複数開所されて

いる。 
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エ 推進協議会における検討 

 〇 推進協議会における検討方法 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 各委員の評価を集約した結果については，巻末資料（p.22）を参照。 

  

〇 各委員の評価では，両候補地において，「通学に係る時間」と「ＩＣＴ環境の

整備」に係る項目が高い結果となった。 

分置する特別支援学校の通学区域を仮に曽於地区全域とした場合，各候補地か

らそれぞれ一番遠い地点から通学したとしても，確実に 60 分以内で通学できる

点が，各委員から高く評価された。 

また，両候補地の敷地内にある現在の建物については，すでにインターネット

等を利用するための光回線が導入されている。分置した特別支援学校において，

様々な学習場面で児童生徒がタブレット端末等を積極的に活用できる環境にある

点が，各委員から高く評価された。 

 

 〇 一方，両候補地における「地域の学校等との交流及び共同学習」，「予算に関

すること」，「分置までの期間に関すること」の３項目については，委員の評価

点に差が生じる結果となった（表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

① 曽於地区から提案のあった候補地について，県事務局から各委員に説明

を実施。 

② 候補地について，「通学時間」や「分置の具体的な手法」，「現在の建物

の状況」，「地域の人との関わり」，「地域の学校等との交流及び共同学習」，

「医療・福祉・保健・労働等の関係機関との連携」，「重複障害及び医療的

ケアへの対応」，「ＩＣＴ環境の整備」，「分置までの期間」などの評価項目

（全 13 項目）に沿って各委員が３段階（Ａ，Ｂ，Ｃ）で評価を実施。 

③ 委員の評価結果を集約し，評価点の高かった候補地から順に，推進協議

会としての優先順位を決定。 

※７：上記の教室の他，特別教室（音楽室や家庭科室等）や自立活動室，図書室，保健室， 

職員室，体育館などを備える必要がある（「設置基準」より）。 

※８：【参考】想定した児童生徒数と同程度の県内特別支援学校の状況＜R5.5 現在＞ 

 指宿特別支援学校 南薩特別支援学校 大島特別支援学校 

児童生徒数 ８６人 １０７人 １０３人 

校舎面積 ３，５３０㎡ ４，２９２㎡ ４，０７９㎡ 

運動場面積 ６，００６㎡ ５，０６０㎡ ７，３７０㎡ 

   ※９：曽於地区との協議は，令和５年 10 月 23 日（月）に曽於地区内において実施した。 
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（表５）各委員による評価の結果 

差の生じた評価項目 候補地Ａ 候補地Ｂ 

地域の学校との

交流及び共同学習 

・ 隣接地にこども園，小・

中学校があり，移動のため

の交通手段がなくても相互

に行き来が可能である。 

・ 近辺に保育園はあるもの

の，小・中学校までの距離

がやや遠く，移動のための

交通手段が必要となる。 

予算に関すること 
・ 改修は必要だが，候補地

Ｂに比べ，少ない費用で行

える可能性がある。 

・ 改修が必要であり，候補

地Ａに比べ，費用が必要と

なる可能性がある。 

分置までの期間

に関すること 

・ 特別支援学校の分置場所

として，現在の敷地を使用

できる時期に目途が立って

いる。 

・ 特別支援学校の分置場所

として，現在の敷地を使用

できる時期に目途が立って

いない。 

 

オ 検討結果 

〇 委員による評価を踏まえ，以下のとおり優先順位を決定した。 

 

    

 
 
 

カ 整備の考え方 

〇 曽於地区への特別支援学校の分置については，志布志市にある候補地Ａの敷

地内に新たな特別支援学校を設置することが望ましい。 

 

〇 なお，本校の新設又は分校の設置といった分置の手法や設置学部，分置する

特別支援学校において対象とする障害種や通学区域，在籍が予想される児童生

徒数などについては，今後，整備計画において取りまとめていく。 

 

〇 このうち，対象とする障害種は，牧之原特別支援学校の分置となることから， 

知的障害と肢体不自由とすることが望ましい。また，児童生徒等が卒業後の生活

のイメージをもてるようにしながら，自立と社会参加に向けた一貫性・系統性の

ある教育課程に基づく教育活動を展開できるよう，設置する学部は，小学部・中

学部・高等部の三つの学部があることが望ましい。 

 

〇 整備計画の策定に当たっては，志布志市，曽於市，大崎町と連携を図りなが

ら，通学区域などについて継続的に協議を行う必要がある。 

 

 

優先順位第１位    

   優先順位第２位  

候補地Ａ  

  候補地Ｂ 
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(２) 伊佐・湧水地区 

ア 現状 

伊佐・湧水地区（伊佐市・湧水町）の児童生徒は，通学バスを利用し，出水

特別支援学校へ通学している。本地区においても，出水特別支援学校までの直

線距離が 35 ㎞以上離れている地域が通学区域の範囲内に含まれている。 

この地域（湧水町）を中心として，通学バスの乗車時間が 60 分以上となる

児童生徒の割合が高くなっている（表６）。 
 

（表６） 伊佐・湧水地区の通学生における通学バス乗車時間＜R5.5 現在＞ 

 30分未満 30分～60分未満 60分～90分未満 90分以上 

伊佐市 ０      67.5％  32.5％  ０   

湧水町 ０   ０   100％  ０   

 

イ 特別支援学校に通学する児童生徒数の今後の見込み 

    特別支援学校に通学する児童生徒数の今後の見込みは図４のとおりである※10。 

今後も，令和５年度と同程度の児童生徒数が見込まれていることから，特別

支援学校の分置後も，児童生徒相互の豊かな関わり合いを期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４）伊佐・湧水地区における児童生徒数の今後の見込み 

 

ウ 検討の経過 

〇 伊佐・湧水地区に特別支援学校を新たに設置する場合のおおよその規模につ

いて，設置基準に基づき，校舎及び運動場の必要面積を試算した（表７）。参

考にした児童生徒数は，令和５年度に伊佐・湧水地区及び関係市町※11から特

別支援学校へ通学する児童生徒数（全 93 人）である。 

 

 

 
※10：児童生徒数の算出に用いた手続きは，p.4 のものと同様。 

※11：関係市町は，さつま町，霧島市横川町，薩摩川内市祁答院町を想定。 

40 40 40 40 39 38 37

19 20 20 20 20 20 20

59 60 60 60 59 58 57

34 33 33 31 30 27 26

93 93 93 91 89
85 83

0

20

40

60

80

100

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

伊佐市

湧水町

伊佐・湧水計

関係市町

計

※11 

8



（表７）学級数及び必要となる校舎や運動場の面積 

 小学部 中学部 高等部 計 

知的障害 ８ ４ ５ １７   

重複障害 ２ ２ １ ５   

計 １０ ６ ６ ２２   

特別支援学校設置基準 □ 校 舎 面 積 ３，２３３㎡  

□ 運動場面積 ３，６００㎡  

 

〇 これらを踏まえ，伊佐・湧水地区から二つの候補地※12について提案がなされ

た。この提案に基づき，伊佐・湧水地区の関係者との協議を行った※13。 

 

 

 

 

 

エ 推進協議会における検討 

 〇 検討を通して，候補地に関する利点と解決すべき課題点を表８のように整理

した。 
 

（表８）伊佐・湧水地区における候補地の利点と解決すべき課題点 

 

 

利

点 

・ 通学バスの始発停留所である「吉松体育館」からの移動距離が短くなる

ことから，通学バスの乗車時間を短縮できる。 

・ 候補地にある学校と特別支援学校が同じ敷地にあることで，日常的な交

流を行いやすくなる。 

・ 社会的資源の多い市内中心部にあり，体験的な学習活動を行いやすい。 

・ 候補地によっては，交流及び共同学習を行う学校との距離も近く，お互

いに行き来がしやすい。 

・ 訪問看護ステーションとの連携により，医療的ケア児への対応が可能。 

課

題

点 

・ 候補地にある使用可能な校舎等だけでは，設置基準を満たせないこと。 

・ 既存の学校と同じ施設を共用することになるため，双方の教育課程を実

施する上で様々な制約が生じる可能性が高いこと。 
 

 〇 整理された課題点の解決に向けて，今後も地区の関係者と継続的に協議を行

っていくことを確認した。 

 

 

 

 

 【伊佐・湧水地区が県へ要望する優先事項】 

◎ １日でも早い開校を見込める場所であること。 

◎ 地域の学校と同じ敷地内に分置することで，児童生徒同士の日常的な交流が

可能となること。 

※12：候補地については，現在も伊佐・湧水地区との協議が継続しているため，本報告書で

は，詳細な説明は行わない。 

※13：伊佐・湧水地区と２回の協議を行った。第１回は令和５年７月 24 日（月）に，第２回は

令和５年 10 月 26 日（木）に，それぞれ伊佐・湧水地区内において実施した。 
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 (３) 姶良地区 

ア 現状 

姶良地区（姶良市）の児童生徒は，通学バスを利用し，牧之原特別支援学

校へ通学している。本地区においても，牧之原特別支援学校までの直線距離

が 35 ㎞以上離れている地域が通学区域に含まれている。 

本地区においては，通学バスの乗車時間が 60 分以上となる児童生徒の割合

が高くなっている（表９）。 
 

（表９） 姶良地区の通学生における通学バス乗車時間＜R5.5 現在＞ 

 30分未満 30分～60分未満 60分～90分未満 90分以上 

姶良市 ０      5.7％  94.3％  ０   

 

イ 特別支援学校に通学する児童生徒数の今後の見込み 

    特別支援学校に通学する児童生徒数の今後の見込みは図５のとおりである 

※14。 

今後も，児童生徒数の増加が見込まれることから，特別支援学校の分置後

も，児童生徒相互の豊かな関わり合いを期待できる。併せて，牧之原特別支

援学校の施設の狭隘化の解消につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（図５）姶良地区における児童生徒数の今後の見込み 
 

ウ 検討の経過 

令和４年度の検討委員会の提言を踏まえ※15，通学バスの長時間乗車の解消

に向けて，通学バスの高速道路利用に関する検討を行うとともに，姶良地区

の関係者との協議を始めた。 

 

エ 推進協議会における検討 

〇 高速道路利用を検討する通学バスの路線は，牧之原特別支援学校からの 

直線距離が 35 ㎞以上の地点に位置する，姶良市蒲生町の児童生徒が利用す

る「姶良線」とした。 
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※14：児童生徒数の算出に用いた手続きは，p.4 のものと同様。 

※15：「『通学バスの長時間乗車』について高速道路の利用等運行の工夫を検討」とある。 
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〇 「姶良線」を利用する児童生徒数と乗車時間は，表 10 のとおりである。 
 

（表 10）姶良線を利用する児童生徒数と通学時間＜R5.5 現在＞ 

 

 

 

 

 

〇 高速道路の利用に向けた取組は，表 11 のとおりである。 
 

（表 11）高速道路の利用に向けた取組 

期 日 内 容 

８月 31 日（木） 牧之原特別支援学校との協議① 

９月 25 日（月） 保護者説明会の実施＜姶良公民館＞ 

10 月２日（月） 高速道路利用に関する保護者アンケート（事前）の集約 

＜アンケート結果は，巻末資料（p.23）参照＞ 

 10 月 16 日（月） 牧之原特別支援学校との協議② 

 11 月 ６日（月） 高速道路利用開始 

 

〇 高速道路利用前後の経路と通学バス乗車時間の変化は，図６のとおりである。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（図６）高速道路利用前後の経路と通学バス乗車時間の変化 
 

〇 高速道路の利用を開始して以降，天候や曜日に関わらず，通学バスの乗車時間

は概ね 20 分程度の短縮が図られた。また，12 月末から１月上旬にかけて実施した

保護者へのアンケート（事後）においても，「とてもよかった」，「よかった」との

意見が多く寄せられた（巻末資料 p.24 参照）。 

 

〇 今後は，特別支援学校の分置について，姶良地区の関係者と，引き続き協議を

行っていくことを確認した。 

 停留所 
乗車人数 

乗車時間 
小 中 高 計 合計 

船津公園 ５ ７ ７ 19 
41 

80 分 

姶良イオン前 10 ５ ７ 22 70 分 

船津公園 姶良イオン前 

10 分 70 分 

牧之原特別支援学校 

80 分 

利用前 

船津公園 姶良イオン前 

10 分 17 分 

牧之原特別支援学校 桜島 IC 

10 分 

国分 IC 

23 分 

（－20 分） 
60 分 

利用後  
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２ 離島等における特別支援教育の充実に関すること 

(1) 離島特別支援教育コーディネーターの配置 

  離島における特別支援教育の充実に向け，令和５年度から，特別支援学校の特

別支援教育コーディネーターを離島特別支援教育コーディネーターとして，屋久

島，徳之島及び沖永良部島に配置した（表 12）。 

 

（表 12）離島特別支援教育コーディネーターの配置場所 

離島 所属・職 配置場所※16 

屋久島 中種子特別支援学校教諭 中種子特別支援学校高等部屋久島支援教室 

徳之島 大島特別支援学校教諭 大島特別支援学校高等部徳之島支援教室 

沖永良部島 大島特別支援学校教諭 大島特別支援学校高等部沖永良部支援教室 

 

(2) 離島特別支援教育コーディネーターの役割 

 離島特別支援教育コーディネーターの主な役割は，次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 巡回相談の回数 

離島特別支援教育コーディネーターを配置した前後の，巡回相談実施回数を

表 13 に示す。 
 

（表 13）巡回相談の回数＜Ｒ５年度は，Ｒ６年１月 10 日現在までの回数＞ 

 年度 保・幼等 小・中・高 関係機関 計 Ｒ４比較 

屋久島 
Ｒ４ ０ 28 ７ 35 

＋ 99 
Ｒ５ ９ 91 34 134 

徳之島 
Ｒ４ ５ 34 ０ 39 

＋179 
Ｒ５ 10 102 106 218 

沖永良部島 
Ｒ４ ８ 17 ０ 25 

＋105 
Ｒ５ ７ 98 25 130 

  

・ 小・中学校等を訪問し，特別支援学級担任等に対して，障害の程度が比較

的重い（学校教育法施行令第 22 条の３に該当する）児童生徒への指導や支援

に関する助言等を行う。 

・ 各町の教育委員会と連携し，管内の小・中学校等の校内支援体制づくりを

一層推進する。 

・ 地域支援体制の充実に向けて，医療機関，保健機関，福祉機関，労働機関

等と連携した取組を一層充実させる。 

・ 特別支援教育のセンター的機能を担う。 

※16:離島特別支援教育コーディネーターは，屋久島高校（屋久島町），徳之島高校（徳之島町）， 

沖永良部高校（知名町）内に設置する支援教室に配置。 
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〇 令和４年度までは，中種子特別支援学校及び大島特別支援学校から各島に特別

支援教育コーディネーターを派遣していたが，屋久島，徳之島，沖永良部島に配

置したことで，各島域内の小・中・高等学校等への巡回相談の回数が大幅に増加

し，教員等のニーズに適切に応えたり，地域と連携して支援体制を整備，推進し

たりすることが可能となった。 

 

 〇 訪問した小・中学校等の教員等からは，次のような感想（一部）が寄せられた。 

・  障害の程度が比較的重い児童生徒に対する授業づくりの方法が分かった。 

・  就学などの保護者の相談に対応してもらい，保護者の安心につながった。 

 

(4) 離島特別支援教育コーディネーター及び市町村教育委員会指導主事等への研修  

〇 離島特別支援教育コーディネーターの専門性向上を図るため，対面やオン

ライン，オンデマンドなど，離島の特性を踏まえた研修を，年間を通じて実

施した。オンデマンド研修で作成した動画は，市町村教育委員会指導主事等

にも公開し，特別支援教育の理解を深めることができるようにした。 
 

 ア 講師 

   ・ 鹿児島大学法文教育学域教育学系教授 

    ・ 鹿児島県こども総合療育センター所長 

    ・ 社会福祉法人落穂会あさひが丘学園統括副施設長 

 

肥 後 祥 治 氏 

外 岡 資 朗 氏 

水 流 かおる 氏 
 

イ 内容 

 

〇 研修を通じて，コーディネーターとしての専門性が向上し，対象となる児童生

徒の成長や校内及び地域支援体制の構築につながっている。また，離島は，重度 

・重複障害のある児童生徒や医療的ケア児に対する指導や支援の在り方を相談で

きる機関が限られるため，本研修は，離島特別支援教育コーディネーターをバッ

クアップする役割も担っている。このことから，今後も，各種研修を継続して実

施することが，離島の特別支援教育の更なる充実につながると考えられる。 

 

 

 

 

形 態 内 容 

対面研修※17 ６月，11 月に，各離島の障害の程度が比較的重い児童生徒

が在籍する小中学校等を講師が訪問し，職員等に対して研修を

実施 

オンライン研修※18 ４月，５月，10 月に１回３時間の研修を実施 

オンデマンド研修※19 教育，医療，福祉等の５つのテーマで研修動画を作成 

（１月 10 日現在で計 388 回の視聴） 

※17: 離島特別支援教育コーディネーターが対象。 

※18: 離島特別支援教育コーディネーターと，種子島，奄美大島の特別支援学校の特別支援教育コ 

ーディネーターが対象   

※19: 離島特別支援教育コーディネーター，特別支援学校の特別支援教育コーディネーター，市町 

村教育委員会指導主事，教育事務所指導主事が対象 
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３ その他特別支援教育の推進に関すること 

(1) 校内支援体制の充実に向けた取組 

 〇 校内支援体制の充実に向けた取組として，県教育委員会では表 14 に示す取

組を進めている。 
 

（表 14） 校内支援体制充実のための具体的取組＜R5.12 現在＞ 

課題 解決のための取組 

① 小・中学校の校内委員会の充

実 

学びの場の変更を検討する際の「段階的な検討

のプロセス」の作成 

② 特別支援学校の特別支援教育

コーディネーターによる支援

の充実 

支援体制や就学相談等に関する，市町村教育委

員会や小中学校等からの相談への対応 

③ 特別支援教育に関する資料の

充実 

市町村教育委員会が作成した資料のデータベー

ス化と有効なツール等の作成及び提案 

 

  〇 「段階的な検討のプロセス」については，令和６年１月に，各市町村教育

委員会への周知を行った。 

 

(2) 県総合教育センター特別支援教育研修課における研修等の在り方 

県総合教育センターを中心として，オンライン，オンデマンドを活用した研修

動画の配信や，キャリアステージに応じた研修講座の開設など，在籍する校種に

関わらず，一人一人の教員が特別支援教育の知識等を十分に身に付けることがで

きる研修推進体制について検討を行った（表 15）。 
 

（表 15）特別支援教育に関する研修等の在り方＜R5.12 現在＞ 

対象 研修の内容・方策等 実際（進捗状況） 

小・中学校の 

教員等 

 

 

 

 

 

・ 基礎，基本的な内容をオ

ンラインやオンデマンドで

配信（センターの Web ペー

ジに掲載） 

・ 校内委員会の効果的な運

用に関する研修 

・  全ての教員が閲覧できる研修動画等

を17本配信。 

 

 

・  様々な講座において，校内委員会の

目的や個別の指導計画を活用した校内

連携の在り方など，実践的な内容の取扱

い。 

特別支援学校

の教員等 

 

・ 幅広い知識・技能及びよ

り専門的な知見を身に付け

るための研修会の実施 

・  校内支援の実際や教育相談に関する

演習など，高度な知識等が求められる内

容で構成した講座を新規開設。令和５年

度は，18人の教員が受講。 
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(3) 研修体制等の整備 

 〇 また，県総合教育センターでは，教員自らが必要と考える研修内容をデザイン

し，学び続けることができる研修体制を構築するとともに，特別支援教育を担う

教員が自らの悩みや疑問を一人で抱え込むことがないよう，教員の支援体制づく

りにも取り組んでいる（表 16）。 
 

（表 16）研修体制・支援体制の整備に関する取組＜R5.12 現在＞ 

対象 研修の内容・方法等 実際（進捗状況） 

小・中学校の 

教員等 

 

 

 

 

 

・ 自立活動の指導や授業づ

くり等へのサポート体制の整

備（相談対応窓口や問い合わ

せフォームの開設） 

 

・ 特別支援教育に関する研

修体制の推進（職種や経験年

数などに応じた研修デザイン

の紹介等） 

・ 各種研修の折に，教員からの相談にも

応じていることを周知。 

・  問い合わせフォームについては，個人

情報の取扱い等を整理した上で，開設予

定。 

・  国の研究機関（国立特別支援教育総

合研究所）等の取組を収集，整理し，職種

や経験年数などに応じた研修デザインを

Web上で紹介予定。 

 

 〇 特別支援教育に対する教員一人一人のニーズは多岐に渡る。職種や経験年数な

ど，キャリアステージに応じた研修講座を今後も開設するなど，研修体制の更な

る充実を図る必要がある。 
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【はじめに】 

今後の本県特別支援学校等の教育環境改善に向けた方向性について，調査・研究及び検討を行うため

に本委員会を設置。県教育委員会からの諮問に基づき，以下の２点を協議。 

 １  特別支援学校に通う児童生徒の増加への対応，特別支援学校設置基準への対応，通学時間への対 

応を踏まえた教育環境改善に関すること。 

 ２  離島における特別支援教育の充実に関すること。 

協議を通して，上記の２点に加え，通常の学級，通級による指導，特別支援学級，特別支援学校といっ

た学びの場において，障害のある児童生徒の自立と社会参加に向けた力を確実に育成できるように，

小・中学校，高等学校，特別支援学校の全教員等の特別支援教育に関する専門性の向上を目的とした研

修推進体制の在り方等を検討する必要性を確認。 

１ 特別支援学校の現状 

・  知的障害を対象とした特別支援学校に通学する児童生徒が増加。今後もその傾向は続く見込み。 

・  牧之原養護学校，鹿屋養護学校の「校舎の面積」は，国が公布した「特別支援学校設置基準」に満たな

い状況。両校は「施設の狭隘化」が課題であり，教育課程の適切な運用が困難な状況。 

・  牧之原養護学校の通学区域である曽於地区及び姶良地区，出水養護学校の通学区域である伊佐・湧

水地区には，通学バスに長時間乗車して通う一定数の児童生徒がおり，身体的・心理的な負担が生じて

いる。 

２ 特別支援学校における教育環境の課題 

・  「施設の狭隘化」と「通学バスの長時間乗車」が課題。 

牧之原養護学校： 「施設の狭隘化」と「通学バスの長時間乗車」に課題。 

出水養護学校  ： 「通学バスの長時間乗車」に課題。 

鹿屋養護学校  ： 「施設の狭隘化」に課題。 

３ 特別支援学校における教育環境の改善に向けて 

・  牧之原養護学校と鹿屋養護学校における「施設の狭隘化」の解消，及び，牧之原養護学校と出水養

護学校における「通学バスの長時間乗車」の解消に向けて，校舎の増築又は特別支援学校の分置を検

討することが必要。 

・  鹿屋養護学校は校舎を増築する面積があるため，増築での対応が考えられる。 

・  分置は，本校の新設，分校や分教室の設置，廃校等の改修，他校の余裕教室の活用などの方法が考

えられ，地域の実情等を踏まえて選定。 

・  コミュニケーションや社会性など自立と社会参加に向けた力の育成と，適切な学校経営の視点から，

特別支援学校には一定数の児童生徒及び教員が必要。そのため，分置を検討する地域は，小学部，中

学部，高等部に通学する一定の児童生徒数が継続して見込まれることが望ましい。 

・  「児童生徒数の見込み」，「施設の狭隘化」，「通学バスの長時間乗車」を踏まえ，曽於地区，姶良地区，

伊佐・湧水地区に，特別支援学校の分置を検討することが望ましい。 

・  分置を検討する地域の優先順位は，「施設の狭隘化」と「通学バスの長時間乗車」の解消を図る必要

のある牧之原養護学校における曽於地区，次に「通学バスの長時間乗車」の解消を図る必要のある出

水養護学校における伊佐・湧水地区，最後に「通学バスの長時間乗車」について高速道路の利用等運行

の工夫を検討できる牧之原養護学校における姶良地区の順が望ましい。 

・  「設置基準」を満たす適当な敷地がない等，地区の状況により優先順位が入れ替わることも想定。 

・  分置は，地元自治体の協力が不可欠であるため，今後，それぞれの地区と分置に向けて協議し，分置

する場所やスケジュール等について調整することが必要。 

鹿児島県特別支援学校等の教育環境の改善について（提言）【概要】 

令和５年２月 鹿児島県特別支援学校等教育環境改善検討委員会 

第Ⅰ章 特別支援学校における教育環境について 
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１ 全教員等の特別支援教育に関する専門性の更なる向上に向けて 

・  特別支援学校のみならず，小・中学校や高等学校を含め，全教員等がキャリアステージに応じた特

別支援教育の知識等を十分に身に付けることができるように，オンラインやオンデマンドを活用した

研修推進体制の在り方について検討することが必要。 

・  今後も，特別支援学校と小・中学校等との，より積極的な人事交流の推進に努めることが必要。 

２ 組織的・協働的に取り組む校内支援体制づくりの一層の推進に向けて 

・  一人一人の教員等の専門性や経験等を生かしながら学校全体で組織的・協働的に特別支援教育に 

取り組むための校内支援体制づくりを一層推進することが必要。そのために，校内委員会の効果的な 

運用等に関する研修の更なる充実を図ることが必要。 

３ 各地域における地域支援体制が有する機能の更なる発揮に向けて 

・  障害のある児童生徒が地域で主体的に社会参加しながら心豊かに生きていくためには，関係機関

が連携して切れ目ない支援を提供するという地域支援体制の機能がこれまで以上に発揮できるよう

にすることが求められる。そのために，特別支援学校のコーディネーターや市町村教育委員会の指導

主事等は，関係機関と連携しながら地域支援体制の在り方等について研修できるようにすることが

必要。 

１ 離島における特別支援教育の現状 

・  市町村教育委員会から特別支援学校への就学が望ましいとの判断を受け，特別支援学校への就学

を希望している障害の程度が比較的重い児童生徒や保護者等が，居住する離島に特別支援学校がな

いために，小・中学校への就学を選択するケースがある。その数は，離島ごとに０～６人であった。 

・  距離や予算的な制約から，特別支援学校のコーディネーター等による巡回相談の回数に制限が生

じている。 

・  関係機関が限定されている離島においては保護者等の相談に十分対応することが難しかったり，

教員が関係機関と連携する具体的な時期や方法等が明確になっていなかったりするケースがある。 

２ 離島等における教育環境の課題 

・  障害の程度が比較的重いにも関わらず，地域に特別支援学校がないために小・中学校への就学を

選択した児童生徒の自立と社会参加に向けた力を育成するための教育環境を整備する必要がある。 

３ 離島等における教育環境の改善に向けて 

・  小・中学校への就学を選択した障害の程度が比較的重い児童生徒が，自立と社会参加に向けた力

を身に付けることができるように，教育環境の改善に向けた具体的方策を検討することが必要。 

・  対象の児童生徒の数が限られる地域に特別支援学校を設置することについては，コミュニケーショ

ンや社会性など自立と社会参加に向けた力を育成するといった学校の機能を十分に発揮することが

難しくなることが想定。 

・  一定数の児童生徒が在籍している小・中学校の教育環境やコミュニティを最大限生かしていくこと

で高い教育効果が期待できる。このことを踏まえると，小・中学校の特別支援学級等における指導や

支援を充実させることが望ましい。そのために， 特別支援学校のコーディネーターを小・中学校に定

期的に派遣して，特別支援学級の担任等に対して対象の児童生徒に対する教育課程の編成や授業づ

くり等について助言を行うことによって，専門的な指導や支援を担保すべきである。 

・  具体的には，特別支援学校のコーディネーターが行う巡回相談の更なる充実を図ることが必要。

小・中学校を訪問する回数を増やしたり特別支援学校のコーディネーターを常駐させたりする方法が

考えられる。 

第Ⅲ章 特別支援教育の更なる充実に向けて 

第Ⅱ章 離島等における教育環境について 
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通学バス（姶良線）の高速道路利用に関する保護者へのアンケート集約結果 

＜回収率：86.1%（31／36）＞  

 

〇 高速道路を利用することについて 
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高速道路利用前 
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通学バス（姶良線）の高速道路利用に関する保護者へのアンケート集約結果 

＜回収率：77.8%（28／36）＞  

 

〇 高速道路を利用したことについて 
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